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標記について、関東運輸局山梨運輸支局長から通知がありましたので、お知らせします。 

１．整備管理者とは  

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使

用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車

の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。 

 

２．整備管理者の選任が必要な自動車使用者 

整備管理者の選任が必要な使用の本拠は、次表のとおりです。 

 

事業の種類 自動車の種類 
選任が必要となる台数 

（使用の本拠ごと） 

事業用 

（貨物軽自動車運送事業 

用自動車を除く。） 

〇バス 

（乗車定員１１人以上の自動車） 
１台以上 

〇トラック、タクシー 

（乗車定員１０人以下の自動車） 
５台以上 

自家用 

〇バス 

（乗車定員１１人以上の自動車） 

乗車定員３０人以上の自動車

の場合は１台以上 

乗車定員１１人以上２９人以

下の自動車の場合は２台以上 

〇大型トラック等 

（車両総重量８トン以上） 
５台以上 

レンタカー 

〇バス 

（乗車定員１１人以上の自動車） 
１台以上 

〇大型トラック等 

（車両総重量８トン以上） 
５台以上 

〇その他の自動車 １０台以上 

貨物軽自動車運送事業用

自動車 
〇軽自動車又は小型二輪自動車 １０台以上 

 

３. 実施日 

（第１回）令和２年 ６月１０日（水） 

（第２回）令和２年 ６月１６日（火） 

（第３回）令和２年 ６月２４日（水） 

（第４回）令和２年 ６月２５日（木） 

（第５回）令和２年 ７月 ２日（木） 

（第６回）令和２年 ７月１５日（水） 

（第７回）令和２年 ７月２９日（水） 

以降の開催予定は６月末に公示します。 

  ※ 新型コロナウイルスの影響により開催が中止になる可能性があります。 

整備管理者選任前研修の実施について 
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４．時間（各実施日共通） 

受付時間 １３：００～１３：３０   研修時間 １３：３０～１５：４０ 

 

５．会場 

山梨運輸支局 ２階会議室（定員 １３名）（山梨県笛吹市石和町唐柏１０００－９） 

 

６．受講対象者 

整備管理者として選任を予定されている方。 

しばらくの間、山梨県在住または在勤の方に限る。 

  また、過去２週間以内に発熱や風邪症状や服薬等がないこと。 

  研修当日は体温測定を行い測定結果及び健康状態を申し出ること。 

※次の条件の方は受講する必要がありません。 

   ・過去に整備管理者選任前研修を受講し修了証を受領した方。 

   ・自動車整備士の資格をお持ちの方。 

 

７．申込方法 

   研修実施日の１週間前まで（必着）に「整備管理者選任前研修受講申込書」（山梨運輸支局

ＨＰ）を作成の上、下記の申込先へＦＡＸして下さい。 

（※当日の申し込みは受理できません。） 

なお、定員を超えた場合は、受講日変更の通知を致します。 

 

８．申込先  山梨運輸支局 保安担当 ＦＡＸ  ０５５－２６３－１４１８ 

（ＴＥＬ ０５５－２６１－０８８２） 

９．受講料    無料 

 

１０．携行品 ①運転免許証等本人確認ができるもの 

②筆記用具 

 

１１.その他  ①研修中はマスク着用をお願いします。 

            ②窓を開放して研修を開催するため熱中症対策をお願いします。 

            ③指示に従わない場合は受講をお断りさせて頂く場合があります。 

 

※ 山梨運輸支局ホームページ（整備管理者関係） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/seibi_about.html 
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国土交通省より標記について、下記のとおりプレスリリースされましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車検査証の有効期間伸長について（対象期間の延長） 

～新型コロナウイルス感染症対策～ 
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